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令和８年度  

岐阜県職員【保育士】採用選考案内 

 

第 1次試験日 令和８年９月２７日（日） 

◇試験会場 ＯＫＢふれあい会館 

    

申込受付期間 令和８年７月１０日（金）～８月５日（水） 

 

１ 選考区分・採用予定人員・業務内容等 

選 考 区 分 
採用予定
人  員 業 務 内 容 等 

保育士 若干人 

知事部局の本庁及び現地機関（子ども相談センター、 

希望が丘こども医療福祉センター、わかあゆ学園等）に 

おいて、保育士として専門技術的業務に従事します。 

 

２ 受験資格 

次に掲げる（ア）、（イ）の要件を全て満たす人 

（ア）平成１３年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれた人で、学校教育法 

（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を含む。）を卒業又は 

令和９年３月３１日までに卒業見込みの人 

（イ）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく保育士の登録を受けている 

   人又は令和９年３月３１日までに保育士の登録を受ける見込みの人 

○ただし、次の各号の一に該当する人は受験できません。 

   (1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの人 

   (2)岐阜県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

   (3)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した

人  

 

○受験資格等の確認について 

   受験資格の有無、申込書記載事項等の真否について確認を行うとともに、記載内 

容に虚偽又は不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。  
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３ 選考の日時及び会場 

選 考 日    時 会    場 

第１次 

試験 

令和８年９月２７日（日） 

受付開始 午前８時３０分 

試験終了 午後４時２０分（予定） 

ＯＫＢふれあい会館 

（岐阜市薮田南５－１４－５３） 

第２次 

試験 

令和８年１０月中旬（予定）の 

指定する１日 

※土曜日、日曜日及び祝日を除く 

岐阜市内で行いますが、詳細は第１次試

験合格者に通知します。 

 

４ 合格発表日及び発表方法 

 選 考 合 格 発 表 日 発 表 方 法 

第１次 

試験 
令和８年１０月５日（月）（予定） 岐阜県公式ホームページ（子ども・女

性部子ども家庭課）に合格者の受験番号

を掲示するほか、受験者全員に合否結果

をメールにて通知します。 

第２次 

試験 
令和８年１１月上旬 

◆ 第１次試験の流れ 

 

 

 

 

 

◆ 第２次試験の流れ（第１次試験合格者） 

 

 

 

 

 

 

 

８月２８日（金）頃、受験票の交付（メール受信）【スマートフォン・自宅ＰＣなど】 

 ９月２７日（日）第１次試験受験【ＯＫＢふれあい会館】 

受験票に６か月以内に撮影した顔写真を貼り付けて持参してください。 

１０月５日（月）第１次合格発表【メール・岐阜県公式ホームぺ－ジ掲載】 

７月１０日（金）～８月５日（水）受験申込み【スマートフォン・自宅ＰＣなど】 

１１月上旬 最終合格発表【受験者全員にメール・岐阜県公式ホームぺ－ジ掲載】 

第２次試験の口述試験（個別面接）のため、１０月８日（木）までに「面接カード」を提出

していただきます。１０月５日（月）の第１次合格発表に併せて、面接カードの提出につい

ても案内しますので、案内に従って期日までに「面接カード」をご提出ください。 

１０月５日（月）～１０月８日（木）面接カード提出【スマートフォン・自宅ＰＣなど】 

 第２次試験受験（１０月中旬の１日）【岐阜県庁（予定）】 

１０月５日（月）第１次試験合格者に第２次試験の詳細をメールにてご案内します。 
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５ 受験手続 

  受験申込方法は、原則、インターネットによる申込み（電子申請）となります。 

※インターネットでの申込みが難しい方は、土日祝日を除く７月３０日（木）までに

岐阜県子ども・女性部子ども家庭課（058-272-1111(内線 3551))まで、お電話にて 

お問い合わせください。 

申込方法 

 

下記ＵＲＬまたはＱＲコードから 

岐阜県公式ホームページにアクセスし、 

申し込んでください。 

＜https://logoform.jp/form/T8mB/1629468＞ 

注意事項 

・申込データを送信後、登録したメールアドレスに申込完了のメールが

送信されます。申込完了メールが送信されない場合は、申込みができて

いませんので、ご注意ください。 

・ご不明な点がありましたら、岐阜県子ども・女性部子ども家庭課まで

（058-272-1111(内線 3551))ご連絡ください。 

受付期間 

令和８年７月１０日（金）午前８時３０分～ 

８月５日（水）午後５時１５分 

 ※受付期間内に申込みデータを受信完了したものに限り受け付けま

す。受付期間を過ぎて送信しますと送信エラーとなります。 

 ※システムがメンテナンス等により運用停止、休止等となる場合もあ

りますので、お早めに申込みをしてください。 

 ※使用されるパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについ

ては、一切責任を負いません。 

 
受 験 票 

の 交 付 

・受験票は、８月２８日（金）頃メールで送付しますが、９月３日（木）

までに受験票が到着しない場合は、必ず岐阜県子ども・女性部子ども

家庭課まで問い合わせてください。 

・第１次試験当日には、送付された受験票をＡ４で印刷し、申込前６か

月以内に撮影した写真（上半身無帽・正面向き 縦約６．０cm、横約

４．０cm）を貼って必ず持参してください。当日写真を貼っていない

場合は受験できません。 
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６ 選考の方法 

区   分 内       容 

第１次 

試験 

教養試験 

一般的知能（文章理解（英語を含む。）、判断推理、数的推

理及び資料解釈の能力）及び一般的知識（社会、人文及び

自然の知識）について、択一式による筆記試験を短期大学

卒業程度で行います。（出題５０題、時間２時間３０分） 

専門試験 

専門的知識、技術又はその他の能力について、択一式によ

る筆記試験を短期大学卒業程度で行います。試験問題の出

題分野は、社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含

む。）、保育の心理学、保育原理、保育内容、子どもの保

健等です。（出題４０題、時間２時間） 

作文試験 

（※） 
表現力、思考力等について試験を行います。（時間１時間） 

第２次 

試験 

口述試験 
人物及び専門的知識について個別面接による試験を行い

ます。 

適性検査 職務遂行上必要な素質及び適性について検査を行います。 

※作文試験は、第２次試験として評価します。 

 

７ 合格から採用まで 

(1) 採用予定年月日は、原則として令和９年４月１日です。ただし、受験資格に定め

る期日までに保育士の登録を完了していないと採用されません。 

  また、採用にあたっては、任命権者において、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第１８条の３６第３項の規定に基づき、同条第１項のデータベース（保育

士特定登録取消者管理システム）を活用することとし、児童生徒性暴力等を行った

ことが判明した場合には、採用しないことがありますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

(2) 令和８年１２月２５日に施行される学校設置者等及び民間教育保育等事業者に

よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号。

以下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、施行後に採用される方でこ

どもに接する業務に従事する場合は、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯

罪事実確認が必要となります。 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴

力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるた

め、本試験の最終合格後、任命権者による採用手続等の過程において、誓約書や

履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。 

なお、確認の結果、該当者であることが判明した場合は、採用しないことがあ

りますので、あらかじめご了承ください。 

【特定性犯罪の例】 不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、

未成年淫行 など 
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８ 給与等 

  令和８年４月１日時点の新規採用者の行政職給料表適用職員の給料月額は短大卒

者（新卒）で 225,700円、５５歳までは原則として毎年 1回定期に昇給します。 

なお、学校卒業後、民間等における職歴がある場合には、一定の基準により加算

されます。また、該当者には扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期

末・勤勉手当等が支給されます。 

原則として、６０歳に達した日後の最初の４月１日以後、給料月額等が７割措置

となります。 

 

９ 第１次試験に関する注意事項 

(1)受験票及び筆記用具（B又は HBの鉛筆及び消しゴム）を必ず持参してください。 

(2)昼食は各自で準備してください。 

(3)携帯電話・スマートフォン等の通信機器の使用は禁止します。また、時計は計時のた

めの使用に限り認めます。 

(4)補聴器の使用を希望する場合は、９月１８日（金）までに岐阜県子ども・女性部子ど

も家庭課（電話 058-272-1111(内線 3551）)までお電話にてご連絡ください。 

(5)試験会場内（敷地内）は全面禁煙です。 

(6)発熱等がある人は、受験を控えていただきますようお願いします。 

(7)日程・会場の変更やその他の注意事項について、メール及び岐阜県公式ホームページ

でお知らせしますので、事前に確認のうえ、受験してください。 

 

１０ 第１次試験会場    
 

ＯＫＢふれあい会館（岐阜市薮田南５－１４－５３） 

 ※試験当日の問合せは、岐阜県庁代表電話 058-272-1111 へお願いします。 

●ＪＲ  東海道線「岐阜駅」（北口）から 

      岐阜バス 約 20 分 「OKB ふれあい会館」下車 

 

１１ 選考結果の提供    
 

受験者本人に限り、選考結果の開示を請求することができます。 

開示を希望する場合は、本人と確認できるもの（個人番号カード、運転免許証、旅券、

その他受験者本人であることを確認できる書類（顔写真がある学生証その他の公的機関

が発行したもの）のうちいずれか一つ）を持参のうえ、岐阜県情報公開・行政相談窓口

（県庁１階）へお越しください。 

なお、電話、はがき等による問い合わせには応じられません。 

選 考 請求できる人 開示内容 開示期間 提供場所 

第１次 

試 験 受験者 

本人 

各試験種目別

の得点、総合得

点、総合順位 

各合格発表の翌日から１か月間 

午前８時３０分～         

      午後５時１５分 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

岐阜県情報

公開・行政

相談窓口 

（県庁１階） 

第２次 

試 験 
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１２ 問い合わせ先    
 

  岐阜県子ども・女性部子ども家庭課（岐阜県庁１４階） 

〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１  

電話 058-272-1111(内線 3551)   

 

１３ その他    
 

  日程変更等、重要なお知らせは下記に掲載します。 

・岐阜県公式ホームページ「岐阜県職員採用情報」 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3703.html 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3703.html

